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第１ はじめに 
 

栃木県では、食品、添加物、器具及び容器包装（以下「食品等」という。）の安全性を確保し、県

民の健康保護を図るため、食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号。以下「法」という。）第 24 条及び

とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関する基本計画に基づき、年度ごとに栃木県食品衛生監視指

導計画（以下「監視指導計画」という。）を策定し、食品関係営業施設等の監視指導や食品等の収去

検査等を行っています。 

 平成 30(2018)年度における監視指導計画の実施状況を取りまとめましたので公表します。 

 

第２ 監視指導等の実施体制及び関係機関との連携に関する事項 

 

１ 試験検査精度管理に関する事項 
   食品衛生検査施設（７施設）を対象に「栃木県における食品衛生検査施設に係る検査等の基本業

務管理要領」に基づき、試験検査の業務管理を実施しました。 

（１）食品衛生外部精度管理調査は、調査機関として厚生労働省の確認を受けている一般財団法人

食品薬品安全センター及び国立医薬品食品衛生研究所により７施設において 30 項目実施しま

した。 

（２）検査技術水準の確保及び検査の精度を適正に保つために、内部精度管理調査を７施設におい

て 620 回実施しました。 

（３）各種標準作業書に定められている内容について、各検査施設の施設設備・検査機器等が十分

に管理され、検査が適切に実施されているか、検査業務に関する各種記録が適切に保存されて

いるか等についての内部点検を７施設において延べ８回実施しました。 
 

２ 関係機関との連携確保に関する事項 
（１）厚生労働省及び他自治体等との連携 

ア 食中毒の発生及び違反食品等の発見時には、関係自治体と連携して、原因の究明、被害の

拡大防止及び違反食品の速やかな排除に努めました。 
 

      表１ 食中毒・違反食品等の調査依頼状況 

 食中毒・有症苦情等 違反食品等 合計 

県外に対する調査依頼数  4  9 13 

県外からの調査依頼数 40 34 74 
 

イ 総合衛生管理製造過程承認施設について、県内で承認を得ている９施設のうち４施設に対

して、厚生労働省関東信越厚生局と合同で立入調査を実施し、衛生管理の遵守状況を確認し

ました。また、合同立入調査後の施設管理状況の確認等を含め、延べ 10 回の立入調査を実

施し、ＨＡＣＣＰシステムによる衛生管理の向上を推進しました。 

（２）庁内関係部局等との連携 

感染症予防担当課と合同で、学校及び社会福祉施設等の集団給食施設に対して監視指導を実

施し、大規模調理施設における食中毒予防に努めました。 

（３）その他の関係機関との連携 
食品表示の適正化を推進するため、食品表示法（品質事項）を所管する農林水産省関東農政

局栃木県拠点等と合同で食品表示の監視指導を実施しました。 
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第３ 監視指導の実施に関する事項 
 

１ 営業施設への立入検査に関する事項 

（１）一般監視指導 

各業種ごとの危害度、過去の行政処分、指導の状況等を勘案し、対象施設数 37,382 件に対

し、延べ 13,812 件（予定件数：13,316 件）の立入検査を実施しました。 

立入検査の際には、施設設備の構造及び衛生管理の状況、食品の取扱状況等について監視し、

必要な指導を実施しました。 

違反の件数は 62件で、内訳は、使用水の不適切な管理が 50 件で最も多く、他には食品添加

物の表示欠落等の表示違反等がありました。これらに対する措置としては、指導票の交付、報

告書・誓約書の徴収等を行い、改善を指導しました。 
 

        表２ 健康福祉センター監視結果 
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Ａ 

年３回以上 
今年度に法違反による行政処分を受けた施設 12 36

 
43

 
119.4

 

 

 

Ｂ 

年２回以上 

 

 

飲食店営業 レストラン：大規模食堂、 
生食用食肉取扱施設 
仕出し・弁当：大規模 
旅館：大規模 

乳処理業、特別牛乳さく取処理業、乳製品製造業食
肉製品製造業 
魚肉ねり製品製造業、乳酸菌飲料製造業 
食肉処理業（生食用食肉取扱施設） 

食肉販売業（生食用食肉取扱施設） 

 

170 

 

 

340 

 

 

361 

 

 

106.2 

 

 

 

Ｃ 

年１回以上 

 

飲食店営業 旅館：一般  仕出し・弁当：一般 
添加物製造業 
アイスクリーム類製造業（一般） 
食肉処理業（食鳥を除く） 
魚介類せり売り営業、清涼飲料水製造業、集乳業 
食用油脂製造業、 
マーガリン又はショートニング製造業 

そうざい製造業（一般） 

 

620 

 

 

620 

 

642 

 

103.5 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ 

 ２年に 

１回以上 

           

      

 

 

 

飲食店営業 レストラン：食堂、西洋料理、 
中華料理、すし、そば・うどん、 
給食施設、その他 
仕出し・弁当：小規模、調理パン 
旅館：小規模 
その他：そうざい、コンビニエンス 
ストア、その他 

菓子製造業（自動車を除く） 
あん類製造業 
アイスクリーム類製造業（ソフトクリーム） 
食肉処理業（食鳥） 
食肉販売業（包装食肉及び自動車販売を除く） 
魚介類販売業（包装魚介類及び自動車販売を除く） 
食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業 
納豆製造業、醤油製造業、ソース類製造業 
酒類製造業、豆腐製造業 
めん類製造業（生めん・ゆでめん） 
そうざい製造業（小規模） 
かん詰又はびん詰食品製造業 
つけ物製造業 

給食施設（届出を除く） 

 

16,680 

 

 

8,340 

 

 

6,935 

 

 

83.2 

 

Ｅ 

５年に 

１回以上 

 

飲食店営業  レストラン：バー・キャバレー、喫茶 
      自動車、自動販売機、露店 
喫茶店営業 
喫茶店営業（削氷、自動車、自動販売機） 
菓子製造業（自動車） 
乳類販売業 

 

 

19,900 

 

 

 

3,980 

 

 

 

5,831 

 

 

 

146.5 
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 食肉販売業（包装食肉、自動車販売） 
魚介類販売業（包装魚介類、自動車販売） 
氷雪製造業、氷雪販売業 
みそ製造業、こんにゃく又はところてん製造業 
こうじ及びその加工品製造業 
めん類製造業（乾めん） 
氷雪採取業 
豆腐販売業 
給食施設（届出）         
食品等製造加工業（届出）  

HACCP 導入施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計 37,382 13,316 13,812 103.7 

 

      表３ 違反の発見状況            

使用水 表示 異物混入 その他 合 計 

50 1 0 11 62 

 

（２）重点監視指導事項 

ア ノロウイルスやカンピロバクター、腸管出血性大腸菌等による食中毒対策 

ノロウイルスによる食中毒は、大規模化しやすい傾向があり、また、調理従事者を介した

食品の二次汚染を原因とした事例が多いことから、食品等事業者に対し、食品等の衛生的な

取扱い、適切な手洗い方法、吐物等の適切な処理方法のほか、調理従事者の健康管理の重要

性等についての指導を徹底しました。また、ノロウイルス食中毒の発生が増加する 11 月１

日から３月 31 日までの期間を、「栃木県ノロウイルス食中毒予防推進期間」と定め、ノロ

ウイルス食中毒の多発が予想された時点で「特別警戒情報」を発信するなど、関係機関・団

体等と連携しながら、ノロウイルス食中毒の発生防止に関する啓発活動に取り組みました。 

カンピロバクターによる食中毒は、近年全国的に多発傾向にあり、生あるいは加熱不十分

な鶏肉やレバー等が原因であることが多いことから、食品等事業者に対し、生肉や加熱不十

分な食肉を提供しないこと等の指導を徹底しました。消費者に対しては、食肉やレバー等は

中心部まで十分に加熱して食べる等の正しい知識の普及及び注意喚起に努めました。 

イ  HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)による衛生管理の推進 

 食品衛生法の改正に伴い、令和２年度から HACCP に沿った衛生管理が制度化されるため、

HACCP サポートセミナー等を通じて、食品等事業者に対し HACCP 導入の積極的な助言・指導

を行いました。 

（HACCP サポートセミナー開催数：３回,受講者数：261 名） 

ウ 食肉等の生食に関する監視指導 

牛の肝臓や豚肉（内臓を含む）を生食用として提供しないよう飲食店等の食品関係事業者

への周知及び監視指導を行うともに、鶏肉等についても、必要な加熱を行う等の指導を行い

ました。 

また、加熱用食肉等の販売に当たっては、加熱用であることを販売先に対して適切に伝え

るよう、夏期一斉取締り等を通じ重点的な監視指導を行うとともに、消費者に対しても注意

喚起を行いました。 

エ イベント等の開催に伴い提供される食品の衛生管理の徹底 

  概ね 300 食以上の弁当等の食品を提供する大規模なイベント等について、主催者等から事

前に提供された情報を基に、食品を製造する施設に対する衛生指導に努めました。 

（３）と畜場等の衛生指導 

県北食肉衛生検査所は、と畜場の監視指導に係る計画を策定し、計画等に基づき監視指導を

実施しました。その結果、３か所のと畜場に対して延べ４回の立入調査を実施し、と畜場法等

に基づく適切な衛生管理についての監視指導を実施しました。また、７か所の認定小規模食鳥

処理場に対して延べ 29 回の立入調査を実施し、食鳥処理法等に基づく適切な衛生管理について

の監視指導を実施しました。 

と畜検査については、牛、馬、豚、めん羊、山羊を対象として、合計 5,374 頭実施しました。 
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また、生後 24 か月齢以上の牛のうち、生体検査において神経症状が疑われるもの及び全身 

症状を呈するものについて伝達性海綿状脳症のスクリーニング検査を実施し、いずれも陰性で

あることを確認しました。 

 なお、伝達性海綿状脳症の検査対象となる臨床症状を呈するめん羊、山羊は該当ありません

でした。 

 

          表４ 食肉衛生検査所による監視結果 

対象施設 

 

施設数 

 

監視計画数 

（件数） 

結 果 

（件数） 

達成率 

（％） 

と畜場  3  4  4 100.0 

認定小規模食鳥処理場  7 15 29 193.3 

合 計 10 19 33 173.7 

              

         表５ 食肉衛生検査所による検査頭数        

畜 種 県北食肉衛生検査所 

牛 5,073 ※１ 

馬 1  

豚 229  

めん羊、山羊 71  

合 計 5,374  

            ※１ 生後 24 か月齢以上の牛のうち、生体検査において神経症状が疑われるもの及び全身症状 

を呈するもの(152 頭)を対象に伝達性海綿状脳症の検査を実施 

            

２ 食品等の一斉取締りに関する事項 

（１）夏期一斉 

夏期に多発する傾向にある細菌性食中毒をはじめ、食品による事故の防止を図るととも

に、積極的に食品衛生の確保を図るため、夏期一斉監視指導として食品関係営業施設に対

して延べ 3,419 件の監視指導を実施し、食品の収去検査を 551 件実施しました。 

監視指導の結果、違反はありませんでした。また収去検査の結果、乳、アイスクリーム

類及び氷菓の規格基準違反が各１件、また漬物１件については食品衛生法第６条第３項違

反により、いずれも回収命令を行いました。 

ア 実施期間 

平成 30(2018)年７月１日 ～ ８月 31 日 

イ 重点項目 

(ｱ) カンピロバクター、腸管出血性大腸菌等による食中毒防止対策 

夏期に多発する傾向にあるカンピロバクター及び腸管出血性大腸菌による食中毒の発生

防止を図るため、食品関係事業者に対する指導を行うとともに、消費者に対する注意喚起

を行いました。 

(ｲ) 食品等事業者へ HACCP に基づく衛生管理の導入を推進するための普及啓発 

HACCP に基づく衛生管理は、大規模食中毒や異物混入等の防止に有効であり、国におい

ても将来的に義務化されることから、食品等事業者に対する普及啓発を行いました。 

(ｳ) 食肉等を取り扱う施設等に対する監視指導 
     食品等事業者及び消費者の食肉の生食に対する危険性に関する認識が十分ではない

こと等を考慮して、未加熱又は加熱不十分な食肉の提供についても、食品等事業者に

対する指導及び消費者に対する注意喚起を行いました。 

(ｴ) 期限表示、アレルゲンに関する表示等に係る監視指導 

  期限表示、アレルゲン及び食品添加物などを中心に、法に基づく適正な表示の徹底につ
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いて食品等事業者に対する指導を行いました。 

（２）年末一斉 

冬期はノロウイルスによる食中毒が多発する傾向にあるとともに、年末から年始にかけては、

多種類の食品が短期間に大量に流通することから、年末一斉監視指導として、食品等事業者に

対して延べ 1,590 件の監視指導を実施し、食品の収去検査を 129 件実施しました。 

監視指導及び収去検査の結果、違反はありませんでした。 

ア 実施期間 

平成 30(2018)年 12 月３日 ～ 12 月 28 日 

 

イ 重点項目 

(ｱ) 大量調理施設等に対するノロウイルス食中毒防止対策 

大量調理施設を中心に、ノロウイルス等による食中毒の防止対策について、注意喚起

及び指導を行いました。 

(ｲ) 生食用食肉を取り扱う施設等に対する監視指導 

食品等事業者に対し、加熱用の食肉を生食用として提供しないこと等の指導を徹底し

ました。 

 

（３）食品表示適正化強化月間 

食品表示の適正化を推進するため、８月及び 12 月を「食品表示適正化強化月間」と定め、

関係機関（国：関東農政局、県：くらし安全安心課、各健康福祉センター及び各農業振興事務

所、市：宇都宮市保健所）が合同で、食品販売店 97店舗に対し食品表示の監視指導を実施しま

した。 

調査の結果、偽装表示等の不適切な事例は発見されませんでした。 

 

表６ 一斉監視実施結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業 種 
監視結果（件数）  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏 期 年 末 

   

    

   

 

      

      

      

      

     

 

      

      

      

   

 

 

 飲食店営業                  874 421 

 菓子製造業                  150  83 

 乳処理業                     13   2 

 乳製品製造業   14   7 

  集乳業   4   0 

 魚介類販売業  190  96 

 魚介類せり売り営業             4   1 

 魚肉ねり製品製造業            1   0 

 食品の冷凍または冷蔵業       12   2 

 かん詰またはびん詰食品製造業  15   5 

 喫茶店営業                  112  37 

 あん類製造業                  7   4 

 ｱｲｽｸﾘｰﾑ類製造業            55  11 

  乳類販売業                  230 115 

 食肉処理業                   10   2 

 食肉販売業                  188  92 

 食肉製品製造業               13   2 

 乳酸菌飲料製造業              8   1 

 食用油脂製造業                2   0 

  ﾏｰｶﾞﾘﾝ又はｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ製造業   0   0 

 みそ製造業                    6   8 

許 

可 

を 

要 

す 

る 

業 

種 
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 醤油製造業         1   0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ソース類製造業      7   0 

 酒類製造業         3   3 

 豆腐製造業         2   7 

 納豆製造業         0   2 

 めん類製造業       25  15 

 そうざい製造業                62  21 

 添加物（規格あり）製造業        3   3 

 清涼飲料水製造業  12   3 

  氷雪販売業   0   0 

小 計 2023 943 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 給食施設        19   2 

 食品製造業     194  71 

 野菜果物販売業 159  72 

 そうざい販売業  192  87 

 菓子販売業     197  92 

 食品販売業     417 199 

 添加物の販売業 132  64 

  氷雪採取業   0   0 

 器具・容器包装、おもちゃの 

        製造業又は販売業 

 86  60 

小 計 1396 647 

合 計 3419 1590 

 

表７ 一斉監視における収去検査実施結果  

 

品 目 

                                

試験した検体数 

夏 期 年 末 

国産 輸入 合計 国産 輸入 合計 

 魚介類                          19 3 22 10 0 10 

 魚介類加工品                     0 0  0 10 0 10 

 食肉                             0 0  0  0 5  5 

 食肉製品及び食肉加工品          12 0 12  0 0  0 

 卵及びその加工品 13 0 13  0 0  0 

 乳                              121 0 121  2 0  2 

 乳製品及び乳類加工品            15 0 15  0 0  0 

 ｱｲｽｸﾘｰﾑ類・氷菓                37 0 37  0 0  0 

 穀物                             0 0  0  2 4  6 

 めん類 33 0 33  0 0  0 

 もち  0 0  0  0 0  0 

 菓子類         45 0 45 28 0 28 

（上記以外の）穀物加工品  0 0  0  2 0  2 

 生鮮野菜及び果物        12 0 12  0 0  0 

 野菜果物乾燥品及び加工品        15 0 15  0 4  4 

 豆腐及びその加工品  0 0  0  0 0  0 

 漬物                            79 4 83  0 0  0 

 （上記以外の）野菜・果物の加工品  9 3 12  0 0  0 

許
可
を
要
し
な
い
業
種 
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 そうざい及びその半製品          80 0 80 56 0 56 

 弁当                 29 0 29 0 0 0 

 冷凍食品  0 0  0 0 0 0 

 かん詰め・びん詰め食品  0 0  0 0 0 0 

 清涼飲料水  0 0  0 0 0 0 

 酒精飲料  0 0  0 0 0 0 

 氷雪  0 0  0 0 0 0 

 水  0 0  0 0 0 0 

調味料  1 1  2 0 0 0 

 その他の食品                    20 0 20 4 2 6 

合 計 540 11 551 114 15 129 

 

３ 食品等の検査に関する事項 
違反食品を排除することによって食品の安全性を確保するため、県内で製造された、あるいは、

県内に流通する食品（輸入食品を含む）を対象に、3,590 検体（計画数 3,455 検体）を収去し、延

べ 27,206 項目について検査を実施しました。 

（１）規格基準等検査 

県内で製造・販売される食品について、2,946 検体（計画数 2,878 検体）の細菌や食品添加

物等の規格基準及び衛生規範に基づく検査を実施しました。 

 

        表８ 規格・基準等検査 

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品分類 品 目 計画 

（件数) 

結果 

（件数) 

達成率

（％） 

魚介類           生食用魚介類、生カキ等                   29  29 100.0 

冷凍食品          冷凍食品                               66  66 100.0 

魚介類加工食品    魚介乾製品、魚肉練り製品等   61  64 104.9 

肉卵類及びその加

工品 

生食用食肉、食肉製品、液卵・卵加工品等 
130 128  98.5 

ｱｲｽｸﾘｰﾑ類・氷菓  アイスクリーム類、氷菓等                106 106 100.0 

穀類及びその加工品 めん類、こんにゃく粉、ゆば、生あん等   298 210 70.5 

野菜類・果物及び   

 その加工品 

漬物、醤油、みそ、ソース等、 

カット野菜・果実類  
281 430 153.0 

菓子類           洋生菓子、和生菓子等                   319 322 100.9 

清涼飲料水        清涼飲料水（ミネラルウォーターを含む） 127 124  97.6 

酒精飲料          ワイン等                               23  23 100.0 

その他の食品 弁当、総菜、煮豆・佃煮、缶詰瓶詰め食品、検

食、水等 
672 685 101.9 

牛乳類、乳製品等  牛乳、加工乳、発酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料等 223 227 101.8 

生乳               生乳                                 543 532  98.0 

合 計 2,878 2,946 102.4 

  
 

（２）有害物質（汚染物質）モニタリング検査 

畜水産食品及び農産物について、延べ 333 検体（計画数 337 検体）の抗生物質や残留農薬等

の検査を実施しました。 
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  表９ 有害物質（汚染物質）モニタリング検査  

区 分 検 査 項 目 
対 象 食 品 計画 

（件数) 

結果 

（件数) 

達成率 

（％） 国 産 輸 入 

発ガン性物質   アフラトキシン          ナッツ    2  2 100.0 

重金属      総水銀                海水魚     10 10 100.0 

抗生物質 

 

抗 生 物 質 （ 簡 易 法 ）      

        

 

牛・豚・鶏肉 鶏肉     49 49 100.0 

鶏卵  10 10 100.0 

鮎、ニジマス  12 11  91.7 

はちみつ     10 10 100.0 

テトラサイクリン系 鮎、ニジマス 鶏肉 17 16  94.1 

合成抗菌剤  

サルファ剤、ピリメタミン 

オキソリニック酸 

エトパベート等   

鶏卵  10 10 100.0 

鮎、ニジマス  12 11  91.7 

牛・豚・鶏肉 豚・鶏肉  59 59 100.0 

残留農薬 

総 BHC 他 200 項目       野菜、果実 果実 66 66 100.0 

アザメチホス他 28 項目  加工食品   5  5 100.0 

有機リン系農薬 23 項目    加工食品   5  5 100.0 

総 DDT、ﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ等   牛・豚肉    鶏肉  8  8 100.0 

 
 

内部寄生虫剤等 

5-ﾌ ﾟ ﾛ ﾋ ﾟ ﾙ ｽ ﾙ ﾎ ﾆ ﾙ -1H-

ﾍﾞﾝｽﾞｲﾐﾀﾞｿﾞ ｰﾙ-2-ｱ

ﾐﾝ等  

 豚・鶏肉   15 15 100.0 

鶏卵  10 10 100.0 

鮎、ニジマス  12 11  91.7 

ホルモン剤 

検査 
ゼラノール等 

鮎、ニジマス 豚・鶏肉 15 15 100.0 

鶏卵  10 10 100.0 

合 計 337 333  98.8 

 

（３）その他の検査 

ア 遺伝子組換え食品（大豆、トウモロコシ）について 20 検体の検査を実施しましたが、混入

事例はありませんでした。 

イ アレルゲン表示（小麦、そば）のない加工食品について 20 検体の検査を実施したが、混入

事例はありませんでした。 

ウ 本県の特産品であるかんぴょう 56 検体を対象に保存料について簡易検査を実施しました。 

      

  表 10 その他の検査                            

分 類 品 目 計画（件数) 結果（件数) 達成率（％） 

遺伝子組換え食品    大豆、トウモロコシ  20 20 100.0 

食物アレルゲン検査   小麦、そば                 20 20 100.0 

保存料（簡易検査） かんぴょう                        60 56  93.3 

合 計 100  96  96.0 

 

（４）食品残留放射性物質検査 

県内で製造された、あるいは、流通する食品を対象に、215 検体（計画数 140 検体）の放射

性物質検査を実施し、結果を速やかに公表しました。基準超過事例はありませんでした。 

       

表 11 放射性物質検査 

区 分 検査項目 品 目 計画（件数） 結果(件数) 達成率（％） 

 
 

 
放射性物質 

 

  

 放射性セシウム 

 

牛・鶏・豚・羊肉、鶏卵、牛乳、

はちみつ、海水魚、天然氷、野

菜類 

 

140 件 

 

 

215 件 

 

 

153.6% 

 



 - 9 -

 

（５）規格基準違反等について 

 規格基準の違反件数は 10 件で、アイスクリーム及びアイスミルクからの大腸菌群の検出(３

件)、氷菓からの細菌数超過(３件)、魚肉ねり製品からの大腸菌群の検出（２件）、かんぴょ

うからの保存料使用基準超過(１件)については、違反施設に対し回収命令等を行い、改善を指

導しました。果実からの残留農薬基準違反(１件)については、販売者に対し回収を命令し、関

係機関と連携して再発防止対策を講じました。 

衛生規範不適合の件数は 42 件で、主な内容は、和洋生菓子、生めん、弁当・そうざい等か

らの大腸菌の検出や細菌数超過等でした。衛生規範不適合の食品については、製造施設等に対

して速やかに立入検査を行い、衛生指導を実施しました。 

野菜加工品の細菌検査を実施した結果、漬物１件から腸管出血性大腸菌Ｏ26（ＶＴ＋）が検

出されました。違反品については製造者に対し回収を命じ、衛生指導を実施しました。 

  

表 12 規格基準違反等（53 件） 

 食品の分類（件数） 違 反 の 内 容（件数）    

規格基準 

違反 

ｱｲｽｸﾘｰﾑ類・氷菓（６） 大腸菌陽性(３)、細菌数超過(３) 

魚肉ねり製品（２） 大腸菌群陽性(２) 

野菜・果実(２) 亜硫酸塩（二酸化硫黄）使用基準超過(１)、残留農薬基準違反(１) 

衛生規範 

不適合 

和洋生菓子（16）  大腸菌群陽性(14)、細菌数超過(２)  

生めん類（13）※  大腸菌陽性(６)、細菌数超過(５)、黄色ブドウ球菌陽性(３)  

弁当・そうざい等(10) 細菌数超過(10) 

漬物(３) 大腸菌陽性(３) 

その他 漬物(１） 腸管出血性大腸菌Ｏ26 陽性(１)  

           ※ 複数の不適合がある場合があるので合計数は一致しない。 

 

第４ 食中毒等の健康危害発生時の対応に関する事項 

食中毒発生状況は、発生件数が 10 件で前年度から２件増加し、患者数は 179 名で前年度より 317

名減少しました。 

病因物質別の発生件数は、ノロウイルスが５件、カンピロバクター属菌が３件、ウェルシュ菌が１

件、植物自然毒が１件でした。原因施設別の発生件数は、飲食店が７件、飲食店（旅館）が２件、家

庭が１件でした。 

原因となった施設の営業者に対しては、法第 55 条に基づき食品衛生に係る衛生的環境が確保される

までの間、営業の禁止及び給食施設の使用禁止を命じました。 

また、行政処分を受けた営業者、処分内容等の情報を速やかに公表し、被害の拡大防止及び注意喚

起に努めました。 

    

  表 13 病因物質別食中毒発生件数及び発症者数     

病因物質 件 数 発症者数 

 ノロウイルス  5 131 

 カンピロバクター属菌  3  23 

ウェルシュ菌  1  21 

  植物自然毒  1  4 

合 計 10 179 

       

 

 

 

 



 - 10 -

 

   表 14 原因施設別食中毒発生件数及び発症者数    

原因施設 件 数 発症者数 

飲食店  7 141 

飲食店（旅館）  2  34 

家庭  1   4 

合 計 10 179 

 

第５ 情報の共有及び意見の交換（リスクコミュニケーション）に関する事項 
 

 １ 情報の共有及び意見の交換（リスクコミュニケーション）の実施 

栃木県ホームページ、広報媒体等を活用し、消費者等に対して食品の安全等の情報提供に努める

とともに、消費者等を対象とした食中毒予防や適正な食品表示についての講習会や県政出前講座等

を 23 回開催しました。 

 また、「食品表示」をテーマに「とちぎ食品安全フォーラム」を１回、「食品安全地域フォーラ

ム」を１回、「食品安全セミナー」を３回開催し、食品の安全性等に関する正しい理解の促進と意

見交換の推進に努めました。 

 

     表 15 平成 30(2018)年度消費者対象の講習会・意見交換会の実施結果 

事 業    開催数 参加人数 

１  消費者・生産者対象講習会等 12 285 

２ とちぎ県政出前講座   

   食の安全・安心について 
      食品の食品表示制度について 

1 
4 

70 
89 

小 計 5 159 

３ 意見交換会   
  とちぎ食品安全フォーラム 
  食品安全地域フォーラム  
  食品安全セミナー 

  食品おけるリスクアナリシスについて 

1 
1 
3 
1 

164 
43 
226 
220 

小 計 6 653 

合 計    23 回  1,097 人 

 

 ２ 自主回収に関する対応 

食品等自主回収情報公表制度による食品等事業者からの自主回収の報告は５件で、報告された情

報は速やかに県ホームページに掲載するとともに、関係自治体へ情報提供を行い、当該品が迅速か

つ的確に市場から排除されるよう支援するとともに、再発防止のための原因究明を指導しました。 

 

第６ 食品事業者の自主衛生管理の実施に関する事項 

 

 １ 食品等事業者による自主衛生管理の推進 
食品衛生推進事業として、食品等事業者のための自主衛生管理マニュアル「自主衛生管理カレン

ダー」を 20,000 部作成・配布し、衛生管理の方法や食中毒予防等の知識について普及啓発に努めま

した。 

また、食品衛生協会に対し飲食店等食品営業施設の巡回指導を委託し、延べ 5,342 人の食品衛生

指導員により延べ 15,576 件の巡回指導を実施し、自主的な衛生管理の推進に努めました。 
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 ２ 「栃木県食品自主衛生管理認証制度（とちぎ HACCP）」の普及 

食品等事業者に対し「栃木県食品自主衛生管理認証制度（とちぎ HACCP）」の普及定着を図った

結果、認証施設は 118 施設となりました。県ホームページ「とちぎ食の安全・安心インフォメーシ

ョン（http://www.pref.tochigi.lg.jp/e07/life/shokuseikatsu/anzen/info.html）」においても

「栃木県食品自主衛生管理認証制度（とちぎ HACCP）」のほか、食品関連事業者等の自主的な衛生

管理の実施に役立つ情報（HACCP の衛生管理手法、食品表示及び食中毒情報等）の発信に努めまし

た。 

 

第７ 食品衛生に係る人材の養成及び資質の向上に関する事項 
 

 １ 食品衛生監視員、と畜検査員、食鳥検査員等に関する事項 

食品衛生監視員等の資質向上のため、研修会及び業績発表会を開催したほか、厚生労働省等が主

催する研修会に積極的に参加するなど、最新の知識・技術の習得及び情報の共有に努めました。 

また、専門的な技術等の習得のため、と畜検査員２名（20 日間の研修に１名、15 日間の研修に１

名）及び食品衛生監視員１名（10 日間の研修に 1名）を国の教育訓練機関等へ派遣しました。 

 

 ２ 自主衛生管理を担う者に関する事項 
（１）食品営業施設の従事者や集団給食施設の調理従事者 5,107 人に対し、食中毒予防を中心とし

た衛生講習会を実施しました。 
また、栃木県調理師連合会に大量調理施設に従事する調理師を対象とした衛生講習会の実施

を委託し、５回の講習会において 251 人に大規模食中毒発生防止を中心とした衛生講習会を実

施しました。 

（２）食品衛生責任者については、食品衛生協会が主催する養成講習会の受講を勧励するととも

に、再教育講習会を同協会に委託して 66回実施し、5,524 人の食品衛生責任者に対して食品衛

生に関する最新の知識の習得を促しました。 

 

     表 16 平成 30(2018)年度食品衛生講習会等の実施結果 

事 業 開催数 参加人数 

営業者講習会等         100 5,107 

衛生講習会（大量調理施設）    5  251 

食品衛生責任者再教育講習会   66 5,524  

合 計    171 回   10,882 人  

 

（３）食品衛生推進員については、食品衛生推進会議及び食品衛生推進員研修会を開催し、行

政への提言や推進員への情報提供により連携を促進したほか、推進員が職務に必要な知識

等の習得を促進しました。 

また、推進員の各地域での自主衛生管理に関する活動は延べ 980 回で、それぞれの地域

において自主衛生管理の推進を図りました。 

 

     表 17 食品衛生推進員活動状況 

活動内容 延べ回数 

相談助言 145 

連絡調整 288 

啓発事業 241 

情報収集 306 

合 計    980 回 
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（４）食品衛生指導員の育成指導については、食品衛生協会が主催する研修会に食品衛生監視員

を講師として派遣し、食品衛生指導員の資質の向上を図りました。 

 

（５）とちぎ HACCP 認証機関等において、食品事業者の HACCP に対する取組を支援する人材の

資質向上を目的として「HACCP アドバイザーフォローアップ研修会」を開催しました。 

 

受講者内訳 人数 

認証機関担当者 ９人 

行政担当者 22 人 

合計 31 人 

          


